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(57)【要約】
【課題】貯蔵物同士が貯蔵中に接着して大きなブロック
を形成することを防止できる貯蔵タンクを提供する。
【解決手段】貯蔵タンク１０は、タンク１内の貯蔵物（
樹脂混和物ペレット２０）を下方から上方に向けて搬送
する搬送装置（スクリューコンベア２及び駆動装置３）
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タンク内の貯蔵物を下方から上方に向けて搬送する搬送装置を備えた貯蔵タンク。
【請求項２】
　前記搬送装置は、スクリューコンベアを有する請求項１に記載の貯蔵タンク。
【請求項３】
　前記スクリューコンベアは、前記貯蔵タンクの中央部に鉛直に設けられている請求項２
に記載の貯蔵タンク。
【請求項４】
　前記貯蔵タンクは、下部にホッパー形状の部位を有しており、当該部位の先端部分に前
記貯蔵物の排出口を有する請求項１～３のいずれか１項に記載の貯蔵タンク。
【請求項５】
　前記貯蔵物は、樹脂混和物からなるペレットである請求項１～４のいずれか１項に記載
の貯蔵タンク。
【請求項６】
　前記ペレットは、電線被覆材である請求項５に記載の貯蔵タンク。
【請求項７】
　前記樹脂混和物は、ポリオレフィン樹脂混和物である請求項５又は請求項６に記載の貯
蔵タンク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貯蔵タンクに関し、特に貯蔵物同士が接着して大きなブロックを形成するこ
とを防止する機能を備えた貯蔵タンクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　粉粒体を滞りなく安定して搬送できる粉粒体搬送装置が知られている（特許文献１及び
２参照）。当該搬送装置において、粉粒体が貯留されるホッパーには、粉粒体が詰まるこ
となく排出口から排出できるように排出方向へ粉粒体を搬送するスクリューコンベアが設
けられている。
【０００３】
　一方、従来から、熱可塑性成形用樹脂の取り扱いを簡便にするため、原料樹脂に酸化防
止剤、着色剤、安定剤、滑剤等の各種配合剤を混練した混和物をペレット状に造粒成形し
て用いている。
【０００４】
　このような樹脂混和物からなるペレットは、一般的に大量生産され、大容量の貯蔵タン
クに一時的に保管され、都度、必要量が排出され、出荷されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－８１６５号公報
【特許文献２】特許４４２７４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ペレット同士が接着し易い樹脂混和物の場合には、貯蔵したペレットの
重みによって多数のペレットが貯蔵中に接着し合い、貯蔵タンク内で大きなブロックを形
成する場合がある。貯蔵タンク内で大きなブロックを形成すると、貯蔵しているペレット
を排出する時に排出口が詰まり、ペレットの排出が困難となる。
【０００７】
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　そこで、本発明の目的は、貯蔵物同士が貯蔵中に接着して大きなブロックを形成するこ
とを防止できる貯蔵タンクを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するために、下記の貯蔵タンクを提供する。
【０００９】
［１］タンク内の貯蔵物を下方から上方に向けて搬送する搬送装置を備えた貯蔵タンク。
［２］前記搬送装置は、スクリューコンベアを有する上記［１］に記載の貯蔵タンク。
［３］前記スクリューコンベアは、前記貯蔵タンクの中央部に鉛直に設けられている上記
［２］に記載の貯蔵タンク。
［４］前記貯蔵タンクは、下部にホッパー形状の部位を有しており、当該部位の先端部分
に前記貯蔵物の排出口を有する上記［１］～［３］のいずれか１つに記載の貯蔵タンク。
［５］前記貯蔵物は、樹脂混和物からなるペレットである上記［１］～［４］のいずれか
１つに記載の貯蔵タンク。
［６］前記ペレットは、電線被覆材である上記［５］に記載の貯蔵タンク。
［７］前記樹脂混和物は、ポリオレフィン樹脂混和物である上記［５］又は［６］に記載
の貯蔵タンク。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、貯蔵物同士が貯蔵中に接着して大きなブロックを形成することを防止
できる貯蔵タンクを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る貯蔵タンクの使用時の状態を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る貯蔵タンクの使用時の状態を示す概略断面図である
。以下、図１を参照して本発明の実施の形態に係る貯蔵タンクを説明する。
【００１３】
　本発明の実施の形態に係る貯蔵タンク１０は、タンク１内の貯蔵物（樹脂混和物ペレッ
ト２０）を下方から上方に向けて搬送する搬送装置（スクリューコンベア２及び駆動装置
３）を備える。
【００１４】
　タンク１は、側壁の上部又は上壁に、図示していない貯蔵物搬入口を有する。また、タ
ンク１の下部は、ホッパー形状（逆三角形状、漏斗形状）であり、その先端に貯蔵物が排
出される排出口４が形成されている。貯蔵（保管）中は、排出口４は排出弁５により塞が
れており、貯蔵物が排出されないようにされている。
【００１５】
　タンク１内に貯蔵される貯蔵物としては、特に限定されるものではないが、樹脂混和物
からなるペレット（樹脂混和物ペレット２０）などの接着し易い材料からなるペレット等
が特に好適である。
【００１６】
　樹脂混和物ペレット２０は、例えば、電線被覆材用のペレットである。また、樹脂混和
物は、例えば、ポリオレフィン樹脂混和物である。
【００１７】
　貯蔵物は、上記の樹脂混和物ペレットに限られず、パウダー状の樹脂混和物や、樹脂混
和物の原料である、ペレット状もしくはパウダー状の樹脂、難燃剤、充填剤、安定剤、酸
化防止剤などであってもよい。
【００１８】
　搬送装置は、樹脂混和物ペレット２０をタンク１の下方から上方に向けて搬送できる装
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置であればよく、例えば、図１に示すスクリューコンベア２と、スクリューコンベア２を
駆動する駆動装置３とから構成される。樹脂混和物ペレット２０を効率よく下方から上方
に向けて搬送することが可能となる点で、スクリューコンベア２を用いることが好ましい
。
【００１９】
　スクリューコンベア２は、例えば、図１に示すように、貯蔵タンク１０の中央部に鉛直
に設けられる。
【００２０】
　また、スクリューコンベア２は、単軸に限らず、多軸のスクリューコンベアを用いるこ
ともできる。
【００２１】
　スクリューコンベア２を駆動させると、タンク１内部の下方にある樹脂混和物ペレット
２０が上方へ搬送されることで生じる空隙に周囲の樹脂混和物ペレット２０が自重により
移動し、タンク１内の樹脂混和物ペレット２０全体が流動することでペレット同士が接着
し合って出来るブロックの形成を防止できる。これにより、樹脂混和物ペレット２０をタ
ンク１内に貯蔵しても、ブロックを形成することなく、長時間、タンク１内で保管するこ
とが出来る。
【００２２】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず種々に変形実施が可能である。
【符号の説明】
【００２３】
１：タンク、２：スクリューコンベア、３：駆動装置、４：排出口、５：排出弁
１０：貯蔵タンク、２０：樹脂混和物ペレット

【図１】
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